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カテゴリー:県政一般 

 

 障害福祉サービス事業者の指定取消処分及び指定の一部効力  

 停止処分について 

 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合

支援法」という。）第５０条第１項の規定に基づき、下記のとおり障害福祉サービス

事業者が運営する事業所の指定取消処分１件及び指定の一部効力停止処分４件を行

いましたので、お知らせします。 

 

１ 指定取消処分の概要 

（１）法人名 株式会社びりーぶ（住所：さいたま市岩槻区南平野４丁目１９番地７） 

       代表取締役 江野澤 藤利（えのさわ ふじとし） 

（２）事業所名 しゅがぁ（住所：春日部市増富６７２番地４１） 

   生活介護 定員８人・就労継続支援Ｂ型 定員１２人 

   指定年月日：令和２年１１月１日 

（３）処分の内容 指定取消し 

（４）処分理由 

  ア 障害者総合支援法第５０条第１項第２号違反（職務遂行義務違反） 

  イ 障害者総合支援法第５０条第１項第５号違反（報酬の不正受給） 

  ウ 障害者総合支援法第５０条第１項第６号違反（行政への虚偽報告） 

  エ 障害者総合支援法第５０条第１項第８号違反（不正手段による指定） 

  オ 障害者総合支援法第５０条第１項第１０号違反（障害福祉サービスに関する

不当行為） 

（５）処分理由の詳細 

  ア 生活介護の指定にあたり、法人退職後の看護師名で申請し、不在のまま運営

した。 

  イ 報酬請求における減額算定をせず、不当な加算請求を行い、不正受給をした。 

  ウ 県の監査の際、職員のなりすましや偽装資料で報告をした。 
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（６）不正受給額 １１，０９４，７６８円（概算額） 

    ・生活介護事業     ６，４７７，９９９円 

    ・就労継続支援Ｂ型   ４，６１６，７６９円 

（７）欠格該当者 

    代表取締役  江野澤 藤利（えのさわ ふじとし） 

    取締役    天堀 悠士 （あまほり ゆうじ） 

    取締役    八幡 裕子 （やはた ゆうこ）     

    管理者    遠藤 真由美（えんどう まゆみ） 

（８）処分年月日 令和４年５月２５日（通知日）  

         令和４年８月 １日（効力発生日） 

 

２ 指定の一部効力停止処分の概要 

 ○事案１ 

（１）法人名  合同会社 コンフォルトモンテ 

        住所 日高市大字旭が丘２４８番地５ 

        代表社員 山本 展央（やまもと のりお） 

（２）事業所名 モンテホーム入間Ⅰ（住所：入間市南峯３６４番地１５） 

        共同生活援助 定員４人 

        指定年月日：令和元年９月１日 

（３）処分内容 新規入居者の受入停止４か月 

（４）処分理由 

  ア 障害者総合支援法第５０条第１項第２号違反（人格尊重義務違反） 

  イ 障害者総合支援法第５０条第１項第１０号違反（障害福祉サービスに関する 

   不当行為） 

（５）処分理由の詳細  

   令和２年８月頃から令和３年４月頃にかけて、グループホームの入居者に対す

る性的虐待行為があった。 

（６）処分年月日 令和４年５月２５日（通知日）  

         令和４年７月 １日（効力発生日） 
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○事案２ 

（１）法人名  社会福祉法人 入間東部福祉会 

        住所 三芳町上富３２２番地２ 

        理事長 星野 光弘（ほしの みつひろ） 

（２）事業所名 かみふくおか作業所（住所：ふじみ野市西原２丁目５番地１） 

        就労継続支援Ｂ型 定員２２人 

        指定年月日：平成２０年４月１日 

（３）処分内容 新規利用者の受入停止１か月 

（４）処分理由 

  ア 障害者総合支援法第５０条第１項第２号違反（人格尊重義務違反） 

  イ 障害者総合支援法第５０条第１項第１０号違反（障害福祉サービスに関する 

   不当行為） 

（５）処分理由の詳細 

   令和３年５月２５日、パソコンを利用して就労中の利用者の椅子を蹴る身体的

虐待行為があった。 

（６）処分年月日 令和４年５月２５日（通知日）  

         令和４年７月 １日（効力発生日） 

○事案３ 

（１）法人名  社会福祉法人 日和田会 

        住所 日高市栗坪１２０番地１ 

        理事長 萩原 政行（はぎわら まさゆき） 

（２）事業所名 第２かわせみ（住所：日高市原宿１７４番地２９） 

        生活介護 定員２０人 

        指定年月日：平成２０年４月１日 

（３）処分内容 新規利用者の受入停止１か月 

（４）処分理由 

  ア 障害者総合支援法第５０条第１項第２号違反（人格尊重義務違反） 

  イ 障害者総合支援法第５０条第１項第１０号違反（障害福祉サービスに関する 

   不当行為） 
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（５）処分理由の詳細 

   令和３年９月１７日、事業所内において行動拒否になった利用者をその場から

動かそうとして、利用者のシャツを破る身体的虐待行為があった。 

（６）処分年月日 令和４年５月２５日（通知日）  

         令和４年７月 １日（効力発生日） 

○事案４ 

（１）法人名  社会福祉法人 日和田会 

        住所 日高市栗坪１２０番地１ 

        理事長 萩原 政行（はぎわら まさゆき） 

（２）事業所名 グループホーム野ばら（住居：ひばり） 

        住所 日高市上鹿山２７４番地５ 

        共同生活援助 定員１０人 

        指定年月日：平成１８年１０月１日（ひばりは平成３０年住居追加） 

（３）処分内容 新規入居者の受入停止１か月 

（４）処分理由 

  ア 障害者総合支援法第５０条第１項第２号違反（人格尊重義務違反） 

  イ 障害者総合支援法第５０条第１項第１０号違反（障害福祉サービスに関する 

   不当行為） 

（５）処分理由の詳細 

   令和３年７月１５日、住居内において興奮した利用者の行動を抑制しようとし

て、足をかけて床に倒し利用者の腹部に片膝を乗せる身体的虐待行為があった。 

（６）処分年月日 令和４年５月２５日（通知日）  

         令和４年７月 １日（効力発生日） 


